
仕事と介護の両立 ～現状と「こつ」～ 
 

宮城県ケアマネジャー協会 
事務局長 小 湊 純 一。 

 
１ 仕事・介護の両立の現状 
 
（１）非介護者：Ａさん（男）８０代 介護２ 前立腺がん転移 
   介護者 ：４０代の息子夫婦（会社員），高校生の孫 
   サービス：デイサービス週３回，ヘルパー週４回 
    
（２）非介護者：Ｂさん（女）８０代 介護３ 車いす 
   介護者 ：４０代の息子夫婦（会社員），小学生の孫 
   サービス：デイサービス週５回 
 
（３）非介護者：Ｃさん（女）６０代 介護３ 脳梗塞後遺症 
   介護者 ：５０代の妻 看護師 
   サービス：デイサービス週５回 
 
（４）非介護者：Ｄさん（男）８０代 介護４ 脳梗塞後遺症 
   介護者 ：５０代の娘夫婦（会社員）婿が介護離職 高校生の孫 
 
 
２ 仕事・介護の両立のために 
 
（１）昭和と平成の介護環境（家事と介護の外部化） 
 
（２）子育てと介護 
 
（３）介護休暇 
 
（４）家族同居と一人暮らし（夫婦のみ） 
 
 
３ 介護サービス利用のポイント 
 
（１）デイサービス（通所介護） 
 
（２）ホームヘルプ（訪問介護） 
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（３）ケアマネジャー（居宅介護支援） 
  ① 要介護者等（要介護者・要支援者）からの相談に応じて，要介護者等がその心身 
   の状況等に応じた適切な在宅（居宅）サービス，地域密着型サービス，施設サービ   
   ス，介護予防サービスまたは地域密着型介護予防サービスを利用できるよう，保険 
   者である市町村，サービス提供事業者（事業者や施設）等との連絡調整を行う者 
  ② 要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的な知識・技 
   術を有する者 
 
 
１２－１ 介護力 
 
（１） ケアマネジャーの役割 
  ① 介護が必要な高齢者への対応が困難な家庭を把握します。 
  ② 家庭で，新しい介護負担に対応できるかどうかを把握します。 
  ③ 在宅での生活が続けられるような支援を提案します。 
 
（２） 介護力を把握するポイント 
  ① 定期的に介護する介護者がいない 
  ② 介護者が，まわりの人に不満を感じている 
  ③ 介護者が，介護することに負担を感じている 
  ④ 介護者が，これからも介護を続けることができない 
 
（３）介護力 
 
  家庭によって環境が様々です。家庭介護が負担なくできているのか，関わっている家 
 族のうち誰に負担がかかり，介護が続けられなくなる可能性があるかを把握するのは簡 
 単ではありません。 
  家族等の介護は，高齢者の将来の見通しがたたなくなったり，死期が近づいたり，新 
 たな病気や怪我が発症した時に，重い負担がかかることになります。介護者の介護負担 
 は，介護の責任が重く複雑になったときに起こります。 
  ① 高齢者の現在の介護状態と，介護量の増加 
  ② 介護者の現在の状態と，介護者の健康状態等の変化 
  ③ 今までの高齢者と介護者の間の関係，愛情 
  ④ 介護者が予測していた高齢者の変化，予測していなかった変化 
  ⑤ 介護の役割を分担できる在宅サービスのがあるか 
 
 介護力問題の整理  
 
  ① ケアを適切に提供できない家族を把握します。 
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    この場合，在宅サービスを利用したり強化しなければ，利用者に必要な介護を行 
   うのは難しくなります。 
    介護が必要な高齢者への介護は，家族でも介護保険のサービス事業者でも誰が行 
   っても良いのです。 
  ② なぜ家族は対応できないのか，どのＡＤＬや精神的支援・介護が負担になってい 
   るのか，また，この状況を解決するにはどのようにすればよいか手順を明らかにし 
   ます。 
  ③ 目標は，改善可能な介護，あるいは代りにできる介護を把握することです。 
 
（４）介護力対応の指針 
 
  介護負担（下記の項目を参照）が認められれば，介護の改善，家族の代替介護を検討 
 し，どの部分の介護を補えば負担が軽くなり，在宅生活が続けられるかを把握して提案 
 します。 
  ① 家族は，自分たちで対応できるかを疑問に感じている。 
  ② 介護者は，今以上の役割を担うことができない。 
    毎日介護のために訪問することや特別な介護に対応できない。トイレ介助のよう 
   な基本的な介助ができないなど。 
  ③ 介護を分担して行っていたが，これからは十分でない，対応できない。 
  ④ 家族は，今後とも高齢者の状態がどんどん悪くなると思っている。 
  ⑤ 周囲に迷惑をかける問題行動がある。 
  ⑥ 介護者は，周りの助けが適切でないと思っている。 
  ⑦ 介護者は，穏やかな環境での介護を提供できない。 
  ⑧ 高齢者の介護度が重度である。 
    認知やコミュニケーションの障害も重度である場合，その度合いが高まります。 
  ⑨ 介護者の健康状態が悪く，介護に支障がある。 
 

 
 
（４）介護保険施設等 
 
  ① 指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 
  ② 介護老人保健施設 
  ③ 介護療養型医療施設 
  ④ 特定施設入居者生活介護 
  ⑤ 経費老人ホーム，ケアハウス 
  ⑥ 地域密着型生活介護 
  ➆ 認知症グループホーム（認知対応型共同生活介護） 
  ⑧ サービス付高齢者向け住宅 
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４ 介護関係 
 
（１）自立支援関係 
 
 
（高齢者ケアの基本理念）～自立支援～ 
 
１ 自己決定の尊重 
  利用者の選択可能な，個人を尊重した個別的サービスを事前に提案して知らせ，利用 
 者自らの決定を尊重してサービスを提供します（継続や変更，中止等も含む）。 
  自己決定能力を評価し，必要に応じて後見人（家族等）によって決定する場合もあり 
 ます。 
 
２ 残存能力の活用（能力の発揮） 
  利用者の残存能力に着目して個々のニーズの客観的な把握・分析を行い，自立を援助 
 及び促進する目的でサービスを提供します。 
  利用者は，一度失われた能力を回復するためのリハビリテーションに努めるととも 
 に，残存能力を維持・開発し，日常生活に活用することが求められます。 
 
３ 生活（サービス）の継続性（継続性の尊重） 
  居宅サービスと施設サービスの継続性や，広く福祉保健・医療全般にわたる連携に基 
 づく対応を積極的に進めます。 
  利用者の心身の機能に障害があってケアを受ける状況でも，その人の生活を維持・継 
 続していけるよう，利用者の生活の継続性を尊重したサービスを提供します。 
 

 
 
 
 
 
 

特定非営利活動法人 

  宮城県ケアマネジャー協会 
  980-0014  
  宮城県仙台市青葉区本町 3丁目 7-4 宮城県社会福祉会館 4F   
  TEL 022-716-0716 FAX 022-716-0717 月～木 10:00～17:00 
  E ﾒｰﾙ mcma@par.odn.ne.jp  
  ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www2.odn.ne.jp/~mcma/ 
  ｹｱﾏﾈｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 022-716-0718  
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要支援１
要支援２

○施設サービス
・特別養護老人ホーム
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設

○居宅サービス
・訪問介護 ・訪問看護
・通所介護 ・短期入所サービス

など
○地域密着型サービス

・定期巡回・随時対応型訪問
介護看護

・小規模多機能型居宅介護
・夜間対応型訪問介護
・認知症対応型共同生活介護

など

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
計
画

○市町村の実情に応じた
サービス

要介護１

要介護５
～

非 該 当

（
ケ
ア
プ
ラ
ン
）

○介護予防サービス
・介護予防通所介護
・介護予防通所リハビリ
・介護予防訪問介護 など

○地域密着型介護予防サービス
・介護予防小規模多機能型
居宅介護

・介護予防認知症対応型
共同生活介護 など

○介護予防事業

介
護
予
防

ケ
ア
プ
ラ
ン

寝たきりや認知症で
介護サービスが必要な方

要介護状態となるおそれがあり
日常生活に支援が必要な方

介
護
給
付

予
防
給
付要支援・要介

護になるおそ
れのある者

地
域
支
援

事
業

介護サービスの利用の手続き
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申 請

主治医意見書 基本調査
（７４項目）

特記事項

認定調査員等による心身の
状況に関する調査

（コンピュータによる推計）
一 次 判 定

要介護認定基準時間の算出
状態の維持・改善可能性の評価

二 次 判 定

介護認定審査会による審査

要 介 護 認 定

要介護認定の流れ
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介
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市町村が指定・監督を行うサービス 都道府県・政令市・中核市が指定・監督を行うサービス

◎地域密着型介護予防サービス

○介護予防認知症対応型通所介護

○介護予防小規模多機能型居宅介護

○介護予防認知症対応型共同生活介護

（グループホーム）

◎地域密着型サービス

○定期巡回・随時対応型訪問介護看護

○夜間対応型訪問介護

○認知症対応型通所介護

○小規模多機能型居宅介護

○認知症対応型共同生活介護

（グループホーム）

○地域密着型特定施設

入居者生活介護

○地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護

○複合型サービス

◎介護予防支援

◎施設サービス
○介護老人福祉施設
○介護老人保健施設
○介護療養型医療施設

◎居宅介護支援

【訪問サービス】 【通所サービス】

【短期入所サービス】

○介護予防福祉用具貸与

○介護予防特定施設入居者生活介護
○特定介護予防福祉用具販売

◎介護予防サービス

○介護予防訪問介護（ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ）

○介護予防訪問入浴介護

○介護予防訪問看護

○介護予防訪問リハビリテーション

○介護予防居宅療養管理指導

○介護予防通所介護（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ）

○介護予防通所リハビリテーション

○介護予防短期入所生活介護
（ｼｮｰﾄｽﾃｲ）

○介護予防短期入所療養介護

【通所サービス】

【短期入所サービス】

○福祉用具貸与

○特定施設入居者生活介護
○特定福祉用具販売

◎居宅サービス

○訪問介護（ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ）

○訪問入浴介護

○訪問看護

○訪問リハビリテーション

○居宅療養管理指導

○通所介護（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ）

○通所リハビリテーション

○短期入所生活介護（ｼｮｰﾄｽﾃｲ）
○短期入所療養介護

介護サービスの種類

【訪問サービス】
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○ 在宅サービスについて、利用者の状況に応じた適正なサービスを提供する観点から、

必要な居宅介護サービスのモデルを用いて、要介護度毎に区分支給限度基準額を設定。

→ 支給限度額を超えるサービスを受けた場合、超える分の費用は全額利用者負担

支給限度額

介護保険給付の対象（１割自己負担）

対象外

（全額自己負担）

支給限度額 受給者１人当たり平均費用額 支給限度額に占める割合

要支援１ 49,700（円） 23,240（円） 46.8％

要支援２ 104,000（円） 42,020（円） 40.4％

要介護１ 165,800（円） 74,240（円） 44.8％

要介護２ 194,800（円） 101,680（円） 52.2％

要介護３ 267,500（円） 151,180（円） 56.5％

要介護４ 306,000（円） 184,380（円） 60.3％

要介護５ 358,300（円） 225,220（円） 62.9％

○ 要介護度別の支給限度額と平均的な利用率

※ 平成２４年介護給付費実態調査（４月審査分）を基に作成 （注）額は介護報酬の１単位を１０円として計算。

区分支給限度基準額
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（※
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費

日
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費

（※

３
）

１ 割 負 担 （※２）

利用者の自己負担

高額介護サービス費や高額医療合算介護サービス費による１割負担の軽減

特定入所者介護サービス費（補足給付）による居住費・滞在費、食費の軽減

※１ 在宅サービスについては、要介護度に応じた支給限度基準額（保険対象費用の上限）が設定されている。
※２ 居宅介護支援は全額が保険給付される。
※３ 日常生活費とは、サービスの一環で提供される日常生活上の便宜のうち、日常生活で通常必要となる費用。

（例：理美容代、教養娯楽費用、預かり金の管理費用など） 24



高額介護（介護予防）サービス費

所得段階 所得区分 上限額

第１段階 ①生活保護の被保護者

②15,000円への減額により生活保護の被保護者とならない

場合

③市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者

①個人15,000円

②世帯15,000円

③世帯24,600円

個人15,000円

第２段階 ○市町村民税世帯非課税で［公的年金等収入金額＋合計

所得金額］ が80万円以下である場合

世帯24,600円

個人15,000円

第３段階 ○市町村民税世帯非課税

○24,600円への減額により生活保護の被保護者とならない

場合

世帯24,600円

第４段階 上記のいずれに該当しない者 世帯37,200円

（利用者負担世帯合算額ー世帯の上限額） ×
個人の利用者負担合算額

利用者負担世帯合算額

個人の高額介護（介護予防）サービス費の支給

※上記計算の結果、個人単位の負担上限額を超える場合は、負担が15,000円になるように適用される。

月々の介護サービス費の１割の負担額が世帯合計（個人）で上限額を
超えた場合に、その超えた分が払い戻されます。

25



低所得者の食費・居住費の負担軽減（補足給付）の仕組み

利用者負担段階 対象者の例

第１段階 ・市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者
・生活保護受給者

第２段階 市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額＋合計所得金額が
８０万円以下の方

第３段階 市町村民税世帯非課税であって、利用者負担第２段階該当者以外の方

第４段階 ・市町村民税本人非課税者
・市町村民税本人課税者

負
担
軽
減
の
対
象

と
な
る
低
所
得
者

○ 食費・居住費について、利用者負担第１～第３段階の方を対象に、所得に応じた
負担限度額を設定

○ 標準的な費用の額（基準費用額）と負担限度額との差額を介護保険から特定入所
者介護サービス費として給付

基準費用額

（日額（月額））

負担限度額 （日額（月額））

第１段階 第２段階 第３段階

食費 1,380円 （4.2万円） 300円 （0.9万円） 390円 （1.2万円） 650円 （2.0万円）

居
住
費

多床室 320円 （1.0万円） 0円 （ 0万円） 320円 （1.0万円） 320円 （1.0万円）

従来型
個室

特養等 1,150円 （3.5万円） 320円 （1.0万円） 420円 （1.3万円） 820円 （2.5万円）

老健・療養等 1,640円 （5.0万円） 490円 （1.5万円） 490円 （1.5万円） 1,310円 （4.0万円）

ユニット型準個室 1,640円 （5.0万円） 490円 （1.5万円） 490円 （1.5万円） 1,310円 （4.0万円）

ユニット型個室 1,970円 （6.0万円） 820円 （2.5万円） 820円 （2.5万円） 1,310円 （4.0万円） 26
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